
事業群評価調書（令和２年度実施）
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(２)

③

基準年 H28 H29 H30 R元 R2

目標値① 43% 45% 47% 49% 50%

実績値②
41.2%
（H27)

46.8% 49.3% 50.5% 47.1%

達成率
②／①

108% 109% 107% 96%

H30実績 H30目標 H30実績

R元実績 R元目標 R元実績

R2計画 R2目標

32,000 37,039 115%

33,000 27,947 84%

13,400

1,000

90 96 106%

90 96 106%

90

10 14 140%

10 16 160%

R2：性の多様性に関
する研修等参加者の
うち、理解し行動意欲
を示した人の割合
（％）

90

19,930

19,88511,22522,903

28,779 16,881 19,937

　　　　　　　　　　指　標 最終目標（年度）

成果
指標

研修会等参加者のう
ち、理解し行動意欲
を示した人の割合
（％）

所管課(室)名

令和元年度事業の成果等

基 本 戦 略 名 互いに支えあい見守る社会をつくる 事業群主管所属 県民生活環境部人権・同和対策課

１．計画等概要

（長崎県総合計画チャレンジ2020　本文） （取組項目）

施 策 名 誰もが安心して暮らし、社会参加のできる地域づくり 課 （ 室 ） 長 名 丸田　哲久

事 業 群 名 人権が尊重される社会づくり 事業群関係課(室) 国保・健康増進課、義務教育課

県民一人ひとりが人権尊重を自らの課題として、生涯にわたってあらゆる機会をとらえて人権教育に参
加できるよう、国、市町、関係団体、企業等と連携して、女性、子ども、高齢者、障害者、性的マイノリティ
※、外国人などに係る人権や同和問題の教育・啓発を推進します。また、社会教育関係者など人権教育
啓発指導者の指導力の向上に取り組みます。
　※性的マイノリティ：からだの性とこころの性が一致しない人や同性愛者、両性愛者などの性的少数者

ⅰ）あらゆる場や機会をとらえた人権教育・啓発
ⅱ）ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発と療養所入所者の社会交流、入所者親族への生活援護
ⅲ）教職員の人権意識及び指導力の向上

事
業
群

（進捗状況の分析）

人権意識が向上したと思う人の割合

50%
（R2）

進捗状況

やや遅れ

　県民、企業・団体等職員、社会教育関係者などを対象とした様々な
講演会、研修会、イベントなどの開催による教育・啓発や、社会教育
関係者及び教職員への研修等による指導力の向上に取り組んでき
た。令和元年度の実績は目標を下回ったものの、昨年度末以降の新
型コロナウイルス感染症に関連する誹謗中傷や偏見、差別などが社
会的な問題となっており、人権意識の醸成の重要性が増す中、今後、
一層教育・啓発や指導力の向上に取り組んでいく必要があると考え
る。

講演会、研修会等参
加者数（人）

中
核
事
業

うち
一般財源

人件費
(参考)

事業対象
達成率

人権・同和問題啓発推
進事業

２．令和元年度取組実績（令和２年度新規・補正は参考記載）

事業
番号

取組
項目

事務事業名 事業
期間

事業費　(単位:千円） 事　　業　　概　　要 指標（上段：活動指標、下段：成果指標）

主な指標
令和元年度事業の実施状況

（令和２年度新規・補正事業は事業内容）

活動
指標

性の多様性に関する
研修等参加者数（人）

H30,R元：性の多様性
理解促進事業にかか
る記事掲載・放送を
行った報道機関数
（社（延べ数））

●事業の成果
・あらゆる場や機会をとらえて、講演会
や啓発イベント等を行い、参加者数は
目標値を下回ったが、理解し行動意欲
を示した人の割合は目標値を上回る
96％であり、県民への啓発を推進する
ことができた。
・また、性的マイノリティの人権の理解
促進のためのアンケート実施やフォーラ
ム開催、啓発ハンドブック作成の取組が
直接的な効果だけでなく、広く県民への
啓発となるよう、積極的に報道機関へ
の情報提供を行い、目標を上回る報道
がなされた。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・講演会や啓発イベント等に、多くの方
に参加してもらい、県民に人権・同和問
題に対する認識と理解を深めてもらった
こと、また、性の多様性に関して多くの
報道がなされたことにより、県民の人権
意識の向上に寄与した。

○1
取組
項目
ⅰ

県民、企
業・団体職
員や、公務
員、教職
員、消防職
員など人権
に関わりの
深い職業に
従事する者
等

　講演会や研修会、啓発イベントの開催、企業・団
体への講師の派遣、また、市町と連携した人権啓
発活動などを行い、人権啓発の推進を図った。
　また、性的マイノリティの人権の理解促進を図る
ため、県内の性的マイノリティの実態を把握する
ためのアンケートの実施やフォーラム開催、啓発
ハンドブックの作成を行った。

人権・同和対策課

―

24,364 12,546

根拠法令 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律



1,800 2,162 120%

1,800 2,306 128%

600

75 71 94%

70

90 98 108%

90 98 108%

90

60 62 103%

60 64 106%

72

25 44 176%

40 43 107%

40

5,500 6,206 112%

5,700 6,949 121%

6,200

1 1 100%

1 1 100%

1

1,000 1,015 101%

1,000 1,164 116%

1,000

9 9 100%

数値目標なし ― ―

9

100 100 100%

数値目標なし ― ―

100

2

3

人権教育啓発センター
活動推進事業

H17-

4,303 4,303 3,986 県民、学
校・社会教
育関係者、
企業・団体
職員

人権・同和対策課
根拠法令

社会人権・同和教育推
進事業 ―

人権・同和対策課

4

●事業の成果
・社会教育関係者等を対象とした研修
会や、地域の人権・同和教育指導者の
資質向上を図る講座等を開催したこと
により、多くの参加者の理解と行動意欲
につながった。また、指導者の活動割合
が目標を上回ったことから、人権・同和
教育を推進することができた。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・社会教育関係者等の理解と行動意欲
につながり、また、人権・同和教育指導
者の活動割合が目標を上回ったことか
ら、地域における人権教育・啓発が推
進され、県民の人権意識の向上に寄与
した。

○

人権・同和教育指導
者登録者のうち活動
者の割合（％）

活動
指標

研修会等参加者のう
ち、理解し行動意欲
を示した人の割合
（％）

成果
指標

人権・同和教育指導
者ステップアップ講座
参加者数（人）

●事業の成果
・ホームページや啓発冊子などによる各
種情報提供や、図書・ビデオの貸し出
し、人権に関する学習・研修支援などを
通して、人権に対する県民の理解と認
識を深めてもらった。

○2,205 1,675 1,591

成果
指標

4,293 4,293 3,977

成果
指標

ホームページアクセ
ス数（件）

4,421 4,421 3,987 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律

○

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律

●事業の成果
・平成30年度より作品展の来場者数が
増加し、多くの来場者から熱心な感想
が寄せられた。本作品展を通し、ハンセ
ン病について普及・啓発が図られた。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・ハンセン病についての普及・啓発活動
を通して人権意識の向上に寄与したと
考える。根拠法令

研修目的達成率(％)

3,612

3,358 2,080

活動
指標

地区別研修会実施回
数

●事業の成果
・「人権教育をすすめるために第５１集」
の作成にあたり、関係機関との連携を
図るとともに、これまでの人権教育の学
び直しや喫緊の人権課題を視点とした
編集を行うことができた。
●事業群の目標（指標達成）への寄与
・多くの関係者の協力により「人権教育
をすすめるために第５１集」を作成した
ことで、人権意識の向上に寄与した。

成果
指標

ハンセン病療養所入
所者作品展の来場者
数（人）4,032 2,489 2,393

3,004 2,391
活動
指標

ハンセン病療養所入
所者作品展の年１回
の開催（回）

ハンセン病
療養所入
所者及びそ
の親族、県
民

　ハンセン病について、広く県民に普及啓発する
ため、入所者作品展を開催し、入所者を長崎県に
招き（里帰り事業）、入所者の社会交流を図った。
また、入所者親族に対し、生活援護費の支給を
行った。2,386

8,875 8,209 15,944

取組
項目
ⅰ

1,839 435 1,595

義務教育課

5
取組
項目
ⅲ

人権・同和教育推進費
―

862 291 1,594

9,309 8,617

8,702 7,945 15,908

教職員

　教職員の人権意識や指導力の向上を図るため
に、指導者用の人権教育啓発参考資料（「人権教
育をすすめるために」）の作成・配布と資料を活用
した教職員研修会の実施を隔年で行っており、令
和元年度は、指導者用参考資料を作成し配布し
た。

根拠法令 教育基本法

社会教育
関係者等

　ホームページ等による人権に関する情報提供
や、図書・ビデオの貸し出し、また、人権に関する
悩みや研修等に関する相談対応を行うことで、人
権問題についての啓発推進、学習・研修活動の
支援を図った。

取組
項目
ⅱ

ハンセン病対策事業
S53-

国保・健康増進課

活動
指標

ホームページ更新回
数（回）

15,950

　社会教育関係者を中心に、様々な人権問題に
対する理解を広げるため、関係市町行政及び教
育委員会と連携して、研修会や研究大会を実施し
た。
　また、人権・同和教育指導者の資質向上のため
の研修会を実施し、研修の成果物である指導者
作成プログラムを市町・市町教育委員会に紹介す
ることによって、地域における指導者の活用を促
した。

根拠法令
人権教育及び人権啓発の推進に関する法律、教育基
本法、社会教育法

研修会参加者数（人）



ⅰ

ⅱ

ⅲ

事業構築の視点

●課題解決に向けた方向性

　地域住民、企業・団体等職員、社会教育・学校教育関係者等、様々な立場、年齢の方を対象に、いろいろな場や機会を
とらえて、講演会、研修会、イベントなどを実施し、多くの県民の方に参加してもらい、県民の人権意識も向上してきてい
る。
　しかしながら、女性、子ども、高齢者、外国人の方などへの人権侵害は絶えず、また、インターネットによる偏見、差別の
深刻化や性的マイノリティにかかる人権問題の顕在化、新型コロナウイルス感染症に関連した新たな人権問題も生じてき
ている。

　新たな人権問題も含め様々な人権問題を抱えているが、それらの解決のためには、人権全
般についての理解や人権意識の醸成が大事であり、人権問題の本質や身近な問題、新しい問
題などを取り上げた教育・啓発を、今後も継続して、いろいろな場や機会をとらえて行っていく。
　また、県内各地域での教育・啓発活動の活性化のため、人権・同和教育指導者の人材育成
についても継続して行っていく。

（令和２年度の新たな取組は「R２新規」等と記載、見直しがない場合は「－」と記載） 見直しの方向

人権・同和問題啓発推
進事業

ハンセン病に関する正しい知識の普及啓発と療養所入所者の社会交流、入所者親族への生活援護

見直し区分

４．令和２年度見直し内容及び令和３年度実施に向けた方向性

事業
番号

取組
項目

令和２年度事業の実施にあたり見直した内容 令和３年度事業の実施に向けた方向性

教職員の人権意識及び指導力の向上

●実績の検証及び解決すべき課題 ●課題解決に向けた方向性

　令和2年3月31日現在、全国4療養所に45名の長崎県出身の方が入所している。
　ハンセン病の普及啓発と療養所入所者の社会交流を図るため、入所者の絵画や啓発パネルなどを展示した「入所者作
品展」を開催し、入所者に一時帰郷していただく「里帰り事業」を実施した。また、本県の文化使節団を療養所に派遣する
「郷土文化使節派遣事業」は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施できなかった。
　入所者の社会復帰については、入所者自身の高齢化や後遺症による身体障害に加え、依然として社会の偏見、差別等
の問題も残されており、困難な状況にある。

　法の規定により、県は地域の実情を踏まえたハンセン病元患者等の福祉の増進を図る責務
があり、今後も入所者作品展や里帰り事業などの取組を継続し、ハンセン病に関する正しい知
識の普及啓発を図り、入所者の社会交流の場を提供していく。
　入所者親族に対しては、家庭訪問の実施により生活実態を把握し、法に基づく生活援護費の
適正な支給に努める。

　関係各課及び外部機関と連携して、人権啓発参考資料及び研修の内容について協議・検討
し、質の向上を図ることで、教職員一人一人の人権意識及び指導力の向上に結び付ける。

●課題解決に向けた方向性

事務事業名

所管課(室)名

人権・同和対策課

改善⑨

　人権・同和問題に対する正しい理解と認識を深めてもらうために、継続して、講演会、研修会、イベ
ント等による啓発を行っていくとともに、時宜に応じた人権課題をテーマとするなど内容について見直
しを行いながら実施していく。
　また、令和２年度に実施する「人権に関する県民意識調査」の結果や人権を取り巻く社会情勢の変
化等も踏まえ、「人権教育・啓発基本計画」の第３次改訂を令和３年度に行い、人権教育・啓発の方
針や具体的施策の方向等を見直す。

　性的マイノリティの人権に関して、新たに、テレビＣＭによる
県民への啓発を行うほか、県職員向けに対応ガイドブックを作
成し、職員研修等で活用していく。また、新型コロナウイルスに
関連する人権問題について、研修会、イベント等で取り上げ、
啓発を行っていく。（Ｒ２新規）
　さらには、人権問題に対する県民の意識について現状を把
握し、今後の人権行政を推進していく上（人権教育・啓発基本
計画の改訂など）での基礎資料とするため、「人権に関する県
民意識調査」を実施（５年に１度）する。なお、活動指標の「講
演会、研修会等参加者数」においては、新型コロナ感染症の
影響見込みや拡大防止のための３密対応により、前年度実績
の約5割で設定した。

●実績の検証及び解決すべき課題

　人権教育啓発参考資料（「人権教育をすすめるために」）の作成と資料を活用した研修を2年1サイクルで実施することに
より、教職員の人権意識及び指導力の向上が図られてきた。一方、子どもたち一人一人に届く人権教育とするためには、
その時のニーズに即した人権教育啓発参考資料の作成と資料を活用した研修を工夫していく必要がある。

1

●実績の検証及び解決すべき課題

あらゆる場や機会をとらえた人権教育・啓発

３．実績の検証及び解決すべき課題と解決に向けた方向性

取組
項目
ⅰ



5
人権・同和教育推進費

　令和２年度は、令和元年度に作成した「人権教育をすすめる
ために第５１集」を活用し、地区別研修会を実施予定であった
が、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった。そ
の代替として、感染状況等を踏まえた上で、人権教育の充実
に資する研修会を実施する予定である。

―
　令和３年度は、令和２年度に新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった、「人権教育をす
すめるために第51集」を活用し、地区別研修会を実施することにより、教職員の人権意識や指導力の
向上を図っていく。

現状維持

義務教育課

3

人権教育啓発センター
活動推進事業 ― ―

　本県の人権教育・啓発活動の中核的な拠点施設として、人権問題に関する様々な情報等の収集・
提供などにより広報・啓発活動を推進するため、ホームページの内容充実や、時宜に応じた図書、ビ
デオ、パンフレット等の整備を図っていく。

現状維持

人権・同和対策課

4
ハンセン病対策事業

― ―

　本事業により、毎年、療養所入所者の作品展を開催し、入所者に一時帰郷していただく「里帰り事
業」及び本県から文化使節団を派遣し、龍踊りなど本県の文化に親しんでいただく「郷土文化使節団
派遣事業」を実施している。今後もこれらの取り組みを通して、ハンセン病に関する普及啓発や入所
者の社会交流を図っていく。

　社会教育関係者等への研修会等において、新型コロナウイ
ルスに関連する人権問題についても取り上げ、理解、認識を
深めてもらう。また、人権・同和教育指導者登録者の実践面で
の資質向上を図るためのステップアップ講座を、より実践的な
内容構成（講義内容・演習）にすることにより、地域における指
導者の活動を支援する。さらに、より実践場面で活動できる指
導者を新たに、「人権マイスター」として登録し、市町人権担当
者に周知し活用を促す。
　なお、活動指標の「研修会参加者数」においては、新型コロ
ナ感染症拡大防止のための人権教育研究大会の中止及び各
種研修会での３密対応により、前年度実績の約1/4で設定し
た。

②

　社会教育関係者等へ、様々な人権問題に対する理解を深め、行動につなげてもらうための研修会
等を、引き続き実施していくとともに、地域の人権・同和教育指導者の養成に取り組む。その際、これ
までの取組により資質を高めた指導者等を育成研修の講師として活用し、新たな人材の養成と指導
者の活動の場を提供することにより、地域における人権教育の推進を図っていく。

拡充

人権・同和対策課

現状維持

国保・健康増進課

注：「２．令和元年度取組実績」に記載している事業のうち、令和元年度終了事業、100%国庫事業などで県
の裁量の余地がない事業、公共事業評価対象事業、研究事業評価対象事業、指定管理者制度導入施設
評価対象事業については、記載対象外としています。

【事業構築の視点】

①　視点①　事業群としての成果目標に対し、特に効果が高い事業の見極め、 事業の選択と集中ができているか。
②　視点②　指標の進捗状況に応じて、その要因分析及びさらに高い効果を出すための工夫、目標に近づけるための
　　工夫を検討・実施できているか。
③　視点③　人員・予算を最大限効果的に活用するための事務・事業の廃止・見直しができているか。
④　視点④　政策間連携により事業効果が高められないか。事業群としてリーダーの明確化、関係課の役割分担・
　　協力関係の整理ができているか。
⑤　視点⑤　県と市町の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑥　視点⑥　県と民間の役割分担・協力関係の整理・認識共有ができているか。
⑦　視点⑦　戦略的に関係者の行動を引き出せているか。
⑧　視点⑧　国制度等の最大限の活用が図られているか。国へ政策提案（制度改正要望）する必要はないか。
⑨　視点⑨　経済情勢等、環境の変化に対応した効果的・適切な見直しとなっているか。
⑩　その他の視点
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